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１．量的拡大の達成と新たな局面への移行 

かつて都市部を中心に深刻な社会問題となっていた待機児童問題は、いま大きな転換点

を迎えている。こども家庭庁の資料によると、2024 年 4 月時点で待機児童数が「ゼロ」で

あると回答した自治体は、全体の約 87％に達したi。2016 年に約 2 万 3 千人いた待機児童

は、2025 年 4 月には約 2 千人と、統計開始以来最少水準を更新しているii。 

図１：待機児童数の推移 

出所：こども家庭庁「保育所等関連状況取りまとめ（令和 7 年 4 月 1 日）」資料 

より日本総研作成 

この背景には、政府が待機児童対策を最重要政策に掲げ、保育の受け皿整備を急速に推

し進めてきた経緯がある。2006 年開始の「認定こども園制度」に加え、2015 年には「子

ども・子育て支援新制度」に基づき、小規模保育等の「特定地域型保育事業」が開始され

た。さらに 2016 年には、内閣府主導で「企業主導型保育事業」が導入された。これらの



施策の結果、企業主導型を除く保育所等の数は 2016 年 4 月の約 3 万か所から、2025 年 4

月には約 3 万 9 千か所へと拡大し、定員数も約 260 万人から約 300 万人規模へと増加した

iii。 

 

図２：保育所等数の推移 

出所：こども家庭庁「保育所等関連状況取りまとめ（令和 7 年 4 月 1 日）」資料 

より日本総研作成 

 

むしろ、これまで「枠の確保」を性急に推し進めてきたことによる歪みが、いま新たな

課題となって浮き彫りになっている。今後の保育を巡る政策課題は、単に「いかに枠を確

保するか」という初期段階から、「確保された枠をいかに安定的に維持するか」という、

より困難なフェーズへと確実に移行しているのである。 

 

２．企業主導型保育事業の拡大と継続性を巡るリスク 

特に、内閣府主導で導入された「企業主導型保育事業」は、認可保育所とは別枠で迅速

な施設整備を可能にするスキームとして機能し、現在では 4,000 施設超、定員約 10 万人規

模にまで成長を遂げているiv。 

しかし、待機児童数が減少局面に入る一方で、新たな兆候も見え始めている。業界全体

での供給量の拡大が、企業主導型保育所の定員充足率の低下や運営企業の撤退、ひいては

施設の休止・廃止を招く事態となっている。政策課題は今、「園に入れない問題」から、

「一度入った園を卒園まで継続して利用できるか」という、サービスの安定性と持続性の

確保へとシフトしつつある。 

 



なぜ企業主導型保育において、利用の継続性が脅かされる事態を招いているのか。その

理由は、認可保育所とは根本的に異なる制度設計にある。認可保育所は、自治体が入所調

整（利用選考）を行い、公的責任のもとで運営費が支出される。これに対し、企業主導型

保育所は事業者と保護者の「直接契約」を基本とし、自治体の利用調整の枠外に位置す

る。自治体は保育認定や情報提供を行うものの、設置主体でも監督主体でもないという

「準市場的」な立ち位置に留まっている。この制度的特徴は、企業の多様な働き方に応じ

た柔軟性と迅速性を可能にしたが、同時に経営リスクを事業者個別に内在させる結果とな

った。 

企業主導型保育所の収支は、定員充足率や補助金要件、さらには設置企業の負担能力に

大きく左右される。少子化の加速により待機児童が減少し、地域によっては供給過剰（定

員割れ）が発生する状況下では、経営環境は極めて厳しくなる。実際に内閣府の公表資料

によれば、企業主導型保育事業における「取りやめ（廃止）」は令和 5 年度の 38 施設から

令和 6 年度は 48 施設へ、「休止」は 33 施設から 40 施設へと増加傾向にあるv。 

 

さらに深刻なのは、制度上の「空白」である。現行制度では、閉園を決定した際の通告

時期に関する全国一律の基準が存在しない。例えば、年度途中の 1 月に閉園が決定し、そ

れが自治体の翌年度 4 月入所の申込締切後であった場合、保護者は次年度の転園機会を事

実上失うことになる。また、多くの自治体において、認可保育所の選考基準に「企業主導

型の閉園」を優先的に扱う仕組みが未整備である点も大きな課題だ。待機児童対策として

急造されたこの制度的特性が、結果として「保育難民」を再生産しかねない不安定な構造

を露呈させている。 

 

３．社会インフラとしての保育 

ここで改めて強調すべきは、現代社会における保育の役割である。保育はもはや単なる

福祉サービスではなく、国民の労働参加を支える不可欠な「社会インフラ」である。総務

省「労働力調査」によれば、20 代・30 代・40 代女性の就業率は 80％近い水準に達してい

るvi。この高い就業率を維持し、さらに向上させるためには、単に「枠がある」という利用

可能性（アクセシビリティ）だけでなく、一度利用を始めたら卒園まで安心して預けられ

る「継続可能性（サステナビリティ）」の確保が不可欠である。 

仮に年度途中で突然、保育環境を失えば、復職後間もない家庭では離職や勤務形態の変

更を余儀なくされる。これは個人のキャリア形成を阻害するだけでなく、企業側の人材確

保、ひいては労働市場全体の生産性に負の影響を及ぼす。また、こども家庭庁が推進する

「次元の異なる少子化対策」との整合性も問われる。政府がいくら経済的支援を強化して

も、保育の安定性に対する根源的な不安が残れば、出産・育児に対する心理的・経済的リ

スクは十分に軽減されない。 

 



４．幼稚園制度に学ぶ官民の役割分担 

このインフラとしての安定性を確保するための官民の役割分担を考える上で、日本の幼

稚園制度の枠組みが参考になる。日本の幼稚園は、歴史的に私立幼稚園が地域の教育需要

を柔軟に吸収してきたが、同時に学校教育法に基づき「公教育」の一角を担うものとして

位置づけられてきた。都道府県による設置認可や実地監査、経常費補助等を通じて、運営

主体が「民」であっても、その存続や質については「官」が強いガバナンスを発揮してい

る。 

対して現在の企業主導型保育は、民間活力を利用して「量的確保」を急いだあまり、こ

の「公的なガバナンス」が希薄なまま市場原理に委ねられすぎている。今後の官民の役割

分担は以下のように再定義されるべきである。 

• 「民」の役割： 企業の多様な働き方に合わせた柔軟なサービス供給と、創意工夫によ

る効率的な運営。 

• 「官」の役割： 社会インフラとしての安定性を担保するための「市場監視（モニタリ

ング）」と、撤退時の「転園セーフティネット」の整備。 

 

企業主導型は国の制度であるが、実際に閉園に直面した住民の相談に対応し、転園調整

を担うのは自治体である。制度設計上の責任主体（国）と、住民への対応主体（自治体）

が一致していないことが不測時の救済の遅れを生んでいる。保育という公共性の高い営み

を市場原理に委ねすぎた弊害に対し、幼稚園のように「私立（民間）であっても公共性を

担保する」仕組みへの昇華が求められている。 

 

５．持続可能な保育制度に向けた提言 

以上を踏まえ、企業主導型保育事業、ひいては日本の保育制度全体を安定させるための

具体的な制度設計を提言する。ただし、過度に厳格な規制や義務化は民間の柔軟性を損な

い、かえって事業撤退を加速させる恐れがある。そのため、参入意欲を削がないよう、支

援とルールのバランスに配慮した設計が不可欠である。 

 

（1） 利用者保護原則の明文化と公共性の再定義（国・設置企業の義務） 

企業主導型保育を、単なる「企業の付加価値サービス」や「自由市場の商材」として捉

えるのではなく、高い公共性を有する「準インフラ」として法的に再定義すべきである。

設置主体の自由度を認めつつも、撤退時には利用者の次なる預け先の確保を支援するとい

う「利用者保護原則」を制度内に明示し、設置企業の社会的責任（CSR）としての位置づ

けを明確化する必要がある。 

 

（2） 閉園通告ルールの制度化（国レベルでの義務化） 

企業主導型保育事業者に対し、「次年度 4 月入所申込締切前（例：毎年 11 月末）」まで



の閉園通告、または「通告から 12 か月間の原則運営継続」を義務付けるべきである。こ

れにより、保護者が自治体の利用調整プロセスに乗り、適切な転園準備期間を確保できる

法的担保を設ける。 

 

（3） 「転園優先枠」の創設と制度化（自治体レベルでの標準化） 

自治体の認可保育所利用調整において、「在園施設の閉園・休止」を災害や虐待等と同

等の「やむを得ない事由」として評価基準（指数）に加点する、あるいは臨時受入枠を設

けることを全国的に標準化すべきである。これは不当な優遇ではなく、制度上の不備に対

する公的なセーフティネットとして位置付けるものである。 

 

（4） 経営健全性の早期警戒制度（モニタリング）の強化（国・自治体の連携） 

定員充足率や財務状況に関する一定の情報公開を義務付け、国と自治体がリアルタイム

で情報共有できる体制を構築する。経営危険水準にある施設を早期に把握し、自治体が事

前に受け皿の準備を始められる体制の整備が急務である。 

 

保育の安定は、働く親の安心だけでなく、子どもたちの情緒的安定と発達を保障するも

のである。市場の効率性と、公的インフラとしての安定性をいかに高度にバランスさせる

か。その解を見つけ出すことこそが、少子化という国難に立ち向かうための、真の意味で

の「子育て支援」に他ならない。 

 

 

i こども家庭庁「保育所等関連状況取りまとめ（令和 7 年 4 月 1 日）」によると、令和 7 年

4 月の待機児童数は 2,254 人で前年比 313 人減。約 87.9％の市町村（1,530 自治体）にお

いて待機児童なし。待機児童数が 50 人以上の自治体は、5 自治体に減少。（100 人以上の

自治体は 1 自治体）https://www.cfa.go.jp/policies/hoiku/torimatome/r7 

ii こども家庭庁「保育所関連状況取りまとめ（全体版）」（令和 7 年 4 月 1 日） 

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/b0a8057b-

34bf-4c20-84fb-ae592708ca9b/c853cacb/20250828_policies_hoiku_torimatome_r7_01.pdf 

iii 同上。 

iv 公共財団法人児童育成協会「企業主導型保育施設一覧（定員充足状況含む）（令和 7 年

10 月初日現在）について」 

https://www.kigyounaihoiku.jp/wp-content/uploads/2026/01/20260130-01-r710jyuusoku-

sokuhou.pdf 

v こども家庭庁「企業主導型保育事業点検・評価委員会（第 20 回）」 

https://www.cfa.go.jp/councils/kigyou-shudou/c9253fbb 

資料 1 令和 6 年度企業主導型保育事業について（補助事業の実施結果について） 

https://www.cfa.go.jp/policies/hoiku/torimatome/r7
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/b0a8057b-34bf-4c20-84fb-ae592708ca9b/c853cacb/20250828_policies_hoiku_torimatome_r7_01.pdf
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/b0a8057b-34bf-4c20-84fb-ae592708ca9b/c853cacb/20250828_policies_hoiku_torimatome_r7_01.pdf
https://www.kigyounaihoiku.jp/wp-content/uploads/2026/01/20260130-01-r710jyuusoku-sokuhou.pdf
https://www.kigyounaihoiku.jp/wp-content/uploads/2026/01/20260130-01-r710jyuusoku-sokuhou.pdf
https://www.cfa.go.jp/councils/kigyou-shudou/c9253fbb


 

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/c9253fbb-

b25b-478d-ba20-e1efdd848aac/5a6aa388/20251015_councils_kigyou-

shudou_c9253fbb_01.pdf 

vi 総務省「労働力調査」の結果を厚労省が再掲「働く女性の状況」（令和５年） 

https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/josei-jitsujo/dl/23-01.pdf 
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